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�　３月３日（土）に行われた地区財団奨学金委

員会主催のオリエンテーションに、村上沙織

さんのカウンセラーである田中会員に出席し

て頂きました。村上さんも励みになったと思

います。田中会員ご苦労様でした。また、地

区財団国際親善奨学金委員会の瀧川教授より

村上さんは予想通りの優秀さを発揮している

とのメールを頂きました。

�　３月１日、第９回定例理事会及び第５回ク

ラブ協議会を開催し、理事会にて５件の審議

事項が承認されました。

　・・３月のプログラムの件。また、３月２８日の

例会は情報委員会によるご夫人と共に情報

夜間例会兼慶祝例会。（深瀬会員の金婚式、

西谷（恭）会員の還暦祝い）

　・・会計より１月末の収支決算について。

　・・ＩＭ実行委員会より会費の件。

　・・留萌クラブのスポンサークラブである旭川

西ＲＣより創立５０周年記念式典のご案内の

件。

　クラブよりご祝儀と私と澤田ガバナー補

佐が出席予定。

　・・オロロンウィンタートライアスロン実行委

員会より第４回大会開催の協賛金の件。

１）創立４６周年記念の新聞広告の件で皆様に事

前に通知していませんでしたが、今年度は予

算の関係上理事会にて掲載を見送る事にしま

した。ご報告を忘れご心配をお掛け致しまし

た。
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２）２５１０地区ＧＳＥ委員会より２００５～０６年度行

事報告を受領。回覧いたします。

３）スポンサークラブの旭川西ＲＣより創立５０

周年記念式典のご案内を受領。４月１４日（土）

旭川グランドホテルで開催、３月１５日が申し

込み締め切りです。出席希望者は幹事まで。

　　回覧いたします。

例会及び日時変更

・・妹背牛ＲＣ　　３月７日の例会は夜間例会の

　　　　　　　　ため１８時に変更。

・・深川ＲＣ　　　３月２７日の例会は夜間例会。

会報受領先

・・深川ＲＣ　　　№２３４６号～№２３４８号

・・羽幌ＲＣ　　　№１３４４号～№１３４７号

・・妹背牛ＲＣ　　今年度№２７号～№３０号

ゲスト

　　北海道留萌支庁

　　　　　　　　参　事　濱口登代喜 様

�����　　　　　　　　　　　高田委員長

　３月２８日の夜間例会はテーマをいきいきロー

タリー家族（あなたの健康の秘訣を教えて）と

題して開催いたします。会費は２０００円（本人の

み）

　今回はご夫人も気軽に参加できるテーマとし

ました。軽装で参加し、食事をしながら日頃実

践している健康の秘訣を話し合って頂きたいと

思います。出欠は３月１５日までに私までお願い

します。

������　　　　　　　　大嶋愛好会幹事

　本日午後６時３０分よりいちばんかんにて今年

度の納会及び遅くなりましたが新年会を開催い

たします。愛好会会員は忘れずに参加して下さ

い。

�����　　　　　　　　　齊藤愛好会会長

　第７回麻雀大会を３月１４日午後６時３０分より

開催いたします。会員の方は振るって参加お願

いします。場所はスナックいふです。

�����　　　　　　　　　田中愛好会幹事

　第２回エクセル講習会を３月２７日に開催いた

します。時間は午後６時３０分、場所は前回と同

じ河部会員の会社事務所です。講師は河部ＩＴ

委員長です。飲み物と軽食を用意しております

ので、徒歩にて参加して下さい。会費は無料で

す。

�����　　　　　　　　　　　　河部委員

（１９９９～２０００年度国際ロータリー会長　カル

ロ・ラビッツァ）の「私がロータリアンになっ

ている理由」というお話の中で、私どもと共通

している部分がありますので紹介いたします。

　私は富裕な地域に生まれ、建築家として職業

においても充実し、成功も収めていました。

家庭も愛情と相互理解に包まれていました。

　しかし、ロータリークラブへ入会する前は地

域社会のために広範に活動する機会を持ちませ

んでした。

　ロータリークラブへ入会したのちに同志と共

に地域社会に貢献出来るようになり、ロータ

リーを通じて人々に奉仕することで自分が謙虚

になり、救援と援助を求める人々の声がこれま

で以上に、深く理解できるようになりました。

（１９９９～２０００年度国際ロータリー会長　カルロ・ラビッツァ）

（長崎東ロータリークラブ　雑誌委員会から）
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・・田中会員にＤＶＤ作成その他ご協力に感謝し

ます　　　　　　　　　　　　　　澤田会員

・・麻雀大会優勝　　　　　　　　　　山本会員

・・麻雀大会１位　　　　　　　　　　渡邊会員

　前　回　　８５５，０００円

　今　回　　　６，０００円

　累　計　　８６１，０００円
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　　　　　　　　　　北海道留萌支庁

　参事　濱口登代喜 様

　日頃より私どもの地域調整関係の業務に対し

格別のご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。今週と来週の２週にわたり、道州制と

支庁制度改革の説明をさせていただきます。本

日は、地域主権型社会の実現に向けた道の取組

みの中でも「道州制」について説明をさせてい

ただきます。説明に当ってはお手元にお配りし

ております資料に基づいて説明してまいります。

　では、何故この様な地域主権の取組みが必要

なのかと申しますと、それは各自治体やそれを

取巻く環境が大きく変化してきており、それら

の変化に適切に対応して行くには、地域社会の

あり方を変えていかなければならなくなったか

らであります。皆様もご存じの通り社会を取巻

く環境の変化の主なものとして、少子高齢化と

人口減少という問題がございます。これまで道

内の人口は、進学や就職に伴って人口が道外に

流出する社会減が問題となっておりましたが、

平成１０年からは死亡者が出生者を上回る自然減

が始まっています。この様な傾向が今後も続く

とした場合、管内の多くの市町村で平成４２年に

は平成１２年に比べて、人口が６割以下になると

予想されています。

　また次に、急速な高齢化も進んでおります。

平成４２年の管内の高齢化率には殆どの市町村で

３０％を超えると見込まれており、急速な高齢化

の要因でもある少子化も大きな問題となってお

ります。皆様もご存知の通りテレビでも有名に

なった夕張市がございますが、これと同じよう

に次に問題になるのが、国や道そして市町村の

財政状況の悪化です。国、地方を通じて深刻な

問題となっております。

　この様に取巻く環境が変化する事によってこ

れまでどおりの対応が難しくなっており、サー

ビスを必要とする高齢者が増加する一方で、少

子化によってサービスの担い手が減少し、国、

地方ともに財政が厳しくなって今まで通りサー

ビスの水準を維持するのが難しくなってきてい

ます。それぞれの地域の置かれた状況は異なっ

ているのが現実であって、それを全国一律に何

とかしようしても無理があります。そこでそれ

ぞれの地域にあわせて、地域が自ら考え、決断

して取り組んでいく事が大切になります。その

取組みこそが「地域主権」の取組みであり、そ

の様な自治の場を実現していくのが「道州制」

であると考えております。

　日本は明治以降、国の主導の元に欧米諸国に

追いつくためにその技術や制度を国全体に広げ

る事で生活水準を向上させ、大きな成果を上げ

てきました。しかし社会が成熟化するに従って

これまでの全国一律の仕組みでは、地域の実情

に合わなくなってきており、この仕組みによる

弊害が目立つようになってきました。地域の問

題は地域の人々が主体性をもって考え、自ら活

動する事が大切で、その様な取組みが地域の活

力を生み出すことになるからです。この様な考

え方に立って道としては、「地域主権型社会」の

構築を進めることに致しました。道ではこの様

な地域主権型社会に相応しい自治の形の総称と
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して「道州制」と呼んでおります。

　道州制の基本的考え方としては、出来るだけ

住民に近い所で物事が決まり、取組みが行われ

て行くようにすると言う事です。つまり、行政

の区分でいくと国や都道府県ではなく、住民に

最も近い市町村が主体となって決定し、取組み

を進めていく事が出来るようにするという事で

す。道州制の制度設計の基本的考え方として、

道ではこれまでの「都道府県」に変えてより広

域的な自治体として「道州」を設置して、基礎

的自治体である「市町村」、広域的自治体の「道

州」、そして国という３層制で日本を変えていこ

うと考えているものです。今までの都道府県が

単に道州に名前を変えるのではなく、役割分担

を大きく変えるということなのです。今まで国

が大きな権限を持っていましたが、それを国が

携わるのは外交、防衛、年金などの国家的な役

割に限定し、広域的な社会資本整備や広域的な

産業政策、雇用政策、高度医療などは道州が担

うというものです。ただし、道州制の一番重要

な事は、行政面の役割は基礎的自治体が最も大

切で、住民生活に関わる問題はその殆どが市町

村の権限で出来るようにすることです。当然そ

れに見合った財源も保障されるという事です。

道州制というと「国」、「道」が権限争いをして

いて、市町村には直接関係ないと受け止められ

がちですが、市町村こそが道州制の主役である

と理解して欲しいと思います。

　道州制を考えた場合、基礎的自治体である市

町村の体制強化とともに忘れてはならないのは

地域コミュニティや住民自治が何より大切にな

ると言う事を忘れてはなりません。先に述べた

人口減少、少子高齢化の急速な進展という情勢

の変化に適切に対応するためにも、地域コミュ

ニティの活動をいかに活性化していくのかとい

う事が重要な課題となります。住民のニーズが

多様になり、専門的になる中で全てのサービス

を担うと言う事は、財政面やマンパワーの面か

ら考えても無理があります。やはり地域住民と

の協働の取組みが重要になってきます。

　では、市町村、道州、国の役割分担を変えれ

ば地域のことは地域で決められるようになるの

かと言うと、そうはなりません。道州、市町村

が行う業務の多くは、法令等に基づくものが多

いが、国の段階でその法令によって行うべき事

が事細かく決められていれば、業務の執行にあ

たっての道州や市町村の裁量の余地は無くなっ

てしまいます。地域主権に大切なことは、単な

る事務事業の執行権限ではなく、企画立案の権

限をもってその役割を担うのが重要です。従っ

て、道州制を導入するにあたっては、法令の廃

止や見直しを行い、具体的な執行については道

州や市町村が条例を定めて出来るようにするこ

とが必要になります。

　これまでは道州制の役割分担、権限について

お話をしましたが、今度は財政的な面から検討

してみたいと思います。我が国の財政は最終支

出ベースでは国２：地方３、租税収入は国３：

地方２となっています。この乖離を地方交付税

と国庫補助金で埋めています。地方交付税は地

方固有の財源であり、使途は地方自治体で決定

できるが、補助金は所管省庁の基準に基づいて

執行する「ひも付き財源」であり、全国一律の

基準が地域の実情に合わず、効果的、効率的な

執行を妨げる側面がある。また、補助金の事務

が多大で人員、コスト面で大きな問題となって

います。この様な中で平成１４年度から国庫補助

負担金の廃止、地方への税源移譲、地方交付税

の見直しを一体的に行う三位一体改革が進めら

れてきました。結果としては３兆円規模の税源

移譲は認めたが、補助金改革については補助率

の引き下げ等が大半で、依然として国の関与が

残る事となったのは不十分な結果となりました。

現在主要な地方税となっているのが、個人住民

税、法人二税、地方消費税、固定資産税がある

が、地域による偏在がある。比較的偏在度が低

いのが地方消費税であることから、消費税を中

心に地方への税源移譲する必要があります。道

州制における税財政制度としては、地域の事を

地域で決めるためには、その役割に見合った財

源を地方税で賄う事が理想であるが、それが無

理な場合、財源保障、財政調整の仕組みが必要

となると考えられます。

　望ましい基礎的自治体としては、現在市町村
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合併の検討が進められていますが、サービス提

供と効率的行政運営の２つの観点から考えた場

合、道州制の下での市町村規模としては５万人

～１０万人程度で、区域としては第２次保健医療

福祉圏が１つのイメージとして考えられます。

　では道州の規模、区域をどう考えるのかと申

しますと、これは道州がどの様な役割を担うの

かと言う事に関わってきますが、一般的には現

在の都道府県よりも広域的な区域で設定する事

が検討されています。ただ、道だけは道州制に

おいて１つの区域として単独で検討されていま

す。

　道が目指す道州制の実現に向けた取組みにつ

いてですが、その取組みの１つが「道州制特区」

の取組みがあります。道州制特区は道州制を展

望して、国から道や市町村への権限移譲や先行

的に実施して道州制の効果を実感してもらうた

めの取組みです。道として制度的な裏づけとし

て法律を制定する事を国に対して強く求めてき

ましたが、その結果、昨年１２月１３日に道州制特

区推進法が国会で可決されました。この法案の

目的は、地方分権の推進が明記されており、道

からの提案に基づき、権限移譲等を積み重ねて

いくシステムを法的に構築、また道からの提案

に対して遅滞なく対応することを政府に義務付

けた点についても評価に値します。道州制特別

区域計画の作成では、道は基本方針に基づいて

権限移譲をうけたい施策の内容等を定めた計画

を関係市町村に聞き、さらに道議会の議決を経

て作成し、公告することになります。権限移譲

に係る施策についてはこの計画に盛り込まれる

事により初めて特例措置の適用となり、権限の

移譲を受ける事ができるが、この計画への国の

同意は不要とされており、地方の自主性、裁量

性に配慮した内容となっています。

　権限移譲される項目では８つの項目があり、

１．調理師養成施設の指定。２．国または独立行

政法人が開設する医療機関に係る公費負担医療

等を行う指定医療機関の指定。３．鳥獣保護法

に係る危険猟法の許可。４．商工会議所に対す

る監督の一部。５．民有林の直轄士治山事業の

一部。６．直轄通常砂防事業の一部。７．二級河

川に係る直轄事業。８．開発道路に係る直轄事

業。がある。なお５～８は交付金が交付されま

す。この法律の施行期日は移譲する権限によっ

て分かれ、１～４は平成１９年４月１日。５は平

成１９年度以降。６～８は平成２２年度以降となっ

ています。

　皆さんも日頃仕事を進める上で、国の規制や

権限がネックになって地域での取組みの足かせ

となっているとか、顧客からの要望に応じられ

ないなどの事案があれば、第２弾の提案に向け

てどんなものでも良いのでアイデアを寄せて欲

しいと思います。いずれにしても、この法律に

基づいて道がしっかりと取組むことが必要であ

り、道の取組みの結果が今後、国全体の道州制

の検討を左右することにもなりますので、道の

責任は大変重いものになります。

　本日お話した道州制の導入は単に地方自治の

あり方を変えるばかりではなく、国全体の統治

のあり方に関わる問題であり、長期的な検討が

必要になると見込まれます。今後、国において

も本格的な検討が進められていく予定であり、

地方においても十分に検討を重ねて国に意見を

反映していく必要があります。

　以上道州制について概略を話させて頂きまし

た。次週は支庁制度改革についてはなしをさせ

ていただきますが、質問などについては次週受

けたいと思います。本日はありがとうございま

した。
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　１５：００　開会の挨拶（委員長）
　１５：０５　出席者紹介（奨学生以外）
　１５：０８　奨学生自己紹介・現状報告
　１５：３０　学友会からの言葉
　１５：４５　スポンサークラブ・カウンセラーか

らの言葉
　１６：００　これからの準備について（委員長）
　１６：１５～１６：３０　　休憩
　１６：３０　留学中の保険について
　　　　　　（ふくし保険マネージメント）
　　　　　質疑応答
　１８：００～１９：３０　夕食・休憩
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　１９：３０　学友の経験談
（０６－０７清水孝俊、松永理恵、
　内本智子）

　２０：００　質疑応答
　２１：００　解散・自由懇談時間

４日　
　７：００～８：３０　朝食
　９：３０　解散
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０７～０８奨学生（指定国・期間・スポンサークラブ）
　ドイツ・３ヶ月・札幌手稲　宮崎　　悠

　合衆国・６ヶ月・札幌大通公園　清水　　侑
　新札幌　厚谷　若菜

　合衆国・１年・留萌　村上　沙織
　スイス・マルチイヤー・江別　島垣　潤二
　カナダ・マルチイヤー・小樽　荒生　聖乃
カナダ・マルチイヤー・札幌幌南　柳沢ゆかり

スポンサークラブ・カウンセラー（顧問ロータリアン）
　留萌　田中　公一

　札幌手稲　中川原　憲
　札幌大通公園　高橋　　宏

財団学友（年度・留学国・スポンサークラブ）
学友会会長（９０－９１・ＧＳＥ・豪州・小樽南）
　　　　　　　　　　　　　　　　白幡　博信

学友会副会長（００－０１・１学年度・メキシコ・札幌東）
　梶川　裕史

学友会幹事（０１－０２・３ヶ月・豪州・北広島）
　　　　　　　　　　　　　　　新発田恵美子
　（０６－０７・６ヶ月・カナダ・札幌あけぼの）
　　　　　　　　　　　　　　　松永　理恵
　（０６－０７・６ヶ月・フランス）　内本　智子

　　　　　　（０６－０７・３ヶ月・ドイツ・札幌東）
　　　　　　　　　　　　　　　清水　孝俊

国際親善奨学金委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　瀧川　哲夫
次年度委員長（９１－９２・英国１学年度・札幌真駒内）

　　　菅原　秀二
　　　　　　　　　　　　　委員　丹羽　祐而
　　　　　　　　　　　　　委員　高橋　麗秋
　　　　　　　　　　　　　委員　増田　幸久


